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第２７回目黒区教育委員会定例会会議録 

開催年月日  令和７年９月１６日 

開催場所   教育委員会室 

出席委員       教育委員会教育長職務代行者   片 山   覚 

教育委員会委員         若井田 正 文 

教育委員会委員         髙 橋 智佳子 

 

出席職員       教育次長            高 橋 直 人 

教育政策課長          藤 原 康 宏 

学校運営課長          田 中 哉 子 

学校ＩＣＴ課長         西 原 昌 典 

学校施設計画課長        鈴 木 隆 介 

教育指導課長          斎 藤 圭 祐 

教育支援課長          末 木 顕 子 

統括指導主事          佐 藤 泰 之 

統括指導主事          久 野   歩 

生涯学習課長          斎 藤 洋 介 

八雲中央図書館長        坂 本 祐 樹 

 

書記                         川 島   健 

                           松 園 拓 人 
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（議事日程） 

日程第１  報告事項   区立学校におけるいじめの発生について 

日程第２  議案第５６号 目黒区めぐろ学校サポートセンター条例の一部

を改正する条例の立案請求について 

日程第３  報告事項   令和７年第３回区議会定例会一般質問の答弁（

要旨）について 

日程第４  報告事項   教育委員会名義の使用承認状況について 

 



 

 - 3 - 

（午前９時３０分開会） 

 

○教育長職務代行者 令和７年第２７回目黒区教育委員会定例会を開会します。

本日、教育長が欠席のため、私が教育長職務代行者として議事

を進行します。教育長のほかに本日の欠席委員は松村委員です。

欠席職員はいません。署名委員は髙橋委員です。 

        議題に入りますが、日程第１は個人情報に関する案件ですの

で、目黒区教育委員会会議規則第１１条第１項ただし書の規定

に基づき、会議を非公開にすることについて発議します。 

        それでは、同条第２項の規定に基づき、討論を行うことなし

に直ちに可否を諮ります。非公開とすることに賛成の委員の挙

手を願います。 

 

       （全員挙手） 

 

○教育長職務代行者 それでは、日程第１は非公開により審議することとしま

す。 

 

（午前９時３１分から午前１０時１分まで 非公開会議） 

 

○教育長職務代行者 ここからは会議を公開とします。 

        次に、日程第２を議題とします。 

 

（日程第２   議案第５６号 目黒区めぐろ学校サポートセンター条例の一

部を改正する条例の立案請求について） 

 

○教育支援課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

         （全員挙手） 

 

○教育長職務代行者 全員賛成ですので、議案第５６号は原案どおり可決しま

す。 

        次に、日程第３を議題とします。 



 

 - 4 - 

 

（日程第３   令和７年第３回区議会定例会一般質問の答弁（要旨）につい

て（報告事項）） 

 

○教育政策課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 この件についてご質問等はありますか。 

○委員     今回質問された議員の方が想定している「副校長補佐」と事

務局で考えている「副校長補佐」では、役割や期待している業

務内容が異なっているのではないかと感じました。 

副校長補佐にベテランを配置してほしいという要望は、役職

の性質と期待する人物像にズレが生じているように思います。

副校長補佐という名前のとおり、事務的なサポートが中心の職

になると思いますので、改めて役割を明確に定義した方が良い

と思いました。 

        また、副校長補佐は事務的なサポートを行う職であるという

事務局の認識が、外部にうまく伝わっていない可能性もあると

思います。副校長と副校長補佐がどのような役割分担で業務を

行っているのかについて、学校だよりなどを通して伝えていく

のも良いのではないかと思いました。 

○教育指導課長 ご指摘のとおり、副校長が教員への指導に注力できるよう、

事務的な作業を補佐することが副校長補佐の役割であると考え

ています。今回ご質問いただいた議員からは、副校長補佐に求

められる業務に加えて、教員経験があれば教員への指導も可能

ではないかというご意見がありました。現在、目黒区内で副校

長補佐として勤務している方の中には、教員経験を有する方も

若干名います。そうした方々には、副校長補佐としての本来業

務をしっかりと行っていただいたうえで、業務に余裕がある場

合には、教員への補助や指導にも関わっていただけるようにし

たいと考えています。また、学校に対しても、副校長補佐の業

務内容について改めて説明する機会を設ける必要があると考え

ています。 

○教育長職務代行者 その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第４を議題とします。 

 

（日程第４   教育委員会名義の使用承認状況について（報告事項）） 
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○教育政策課長 （資料により説明） 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○生涯学習課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

 

○教育長職務代行者 その他なにかありますか。 

        特にないようですので、以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時１６分閉会） 

 

 

 


